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腸管出血性大腸菌による食中毒について

腸管出血性大腸菌による食中毒が流行中

食中毒を引き起こす病原性大腸菌

＜表 1＞病原性大腸菌による食中毒・
　　　   感染事例

8 月中旬に埼玉県や群馬県の同系列の総

菜店で販売されていたサラダ類を摂取

した方々が、腸管出血性大腸菌 O157

に感染するという集団食中毒が発生し

ました。そして、この集団食中毒は、

日を追う毎に感染者数が増加し、この

内、同店の炒め物を食べられた 3 歳の

女児が『溶血性尿毒症症候群 (HUS)』を

発症し、今月に入り亡くなってしまう

という悲しく悲惨な事故に繋がってし

まいました。

又、この事例とは別に全国の焼肉店や、

レストラン、居酒屋などの飲食店でも

腸管出血性大腸菌の内の O157 を原因

物質とする食中毒事故が、相次いで発

生しており、テレビやインターネット

等で連日報道されています。＜表 1＞　

この腸管出血性大腸菌類による集団食

中毒については、過去から、度々発生

しており、1996 年に岡山県や大阪府の

学校給食で発生した腸管出血性大腸菌

O157 による集団食中毒や、2011 年に、

富山県、福井県、神奈川県の焼肉チェー

ン店のユッケ等で発生した腸管出血性

大腸菌 O111 による集団食中毒。更に

は 2012 年と、2014 年に北海道や静岡

県等で発生した浅漬けや、2016 年には

静岡県の食品会社で製造された冷凍メ

ンチカツで発生した腸管出血性大腸菌

O157 による集団食中毒で、多くの人が

感染し死者も出たという食中毒事故は

記憶に新しいニュースであります。

大腸菌は、腸内細菌としてヒトや動物

の腸管内に常在し、土壌や水などの自

然界に広く分布しています。そして、

その多くは病原性を保有していませ

ん。しかし、一部の大腸菌は、病原性

大腸菌と称されており、食中毒や急性

胃腸炎の原因物質になっています。又、

腸管出血性大腸菌による食中毒は、汚

染食品を摂取し、腸管内で感染･増殖

することで引き起こされる感染型食中

毒であり、病気の発症（発病）の仕方

によって 5種類に分類され、又、3類

感染症としても指定されています。

①腸管侵入性大腸菌 (EIEC)
大腸 ( 結腸 ) 粘膜上皮細胞に侵入・増
殖し、粘膜固有層に糜爛 ( びらん ) と
潰瘍を形成する結果、発熱を伴った赤
痢様の激しい症状を引き起こします。

②腸管毒素原性大腸菌 (ETEC)
小腸上部に感染し、コレラ様のエンテ
ロトキシンを産生する結果、発熱を
伴った腹痛と水溶性の下痢を引き起こ
します。

③腸管出血性大腸菌 (EHEC)
ベロ毒素を産生し、発熱を伴った激し
い腹痛、水溶性の下痢、血便などを引
き起こします。特に小児および高齢者
では、溶血性尿毒症や脳症を引き起こ
します。

④腸管病原性大腸菌 (EPEC)
小腸に感染して腸炎等を引き起こしま
す。

⑤腸管凝集接着性大腸菌 (EAEC)
主として熱帯や亜熱帯の開発途上国で
長期に続く小児などの下痢の原因菌と
なります。わが国ではまだ殆どこの菌
による患者発生の報告はありません。

　これら病原性大腸菌のうち、国内で

発生している食中毒の多くは、③腸管

出血性大腸菌 (EHEC) によるものです

が、血清型により分類され、その代表

的なものはO157 で、その他にO26、

O111、O145 などが知られています。

（7月～ 8月度）
①北海道の病院でO157 の集団感染
②茨城県の介護老人福祉施設で O157 の
　集団感染　
③埼玉県の韓国料理店でO157による食中毒
④福島県の旅館で病原大腸菌による集団食中毒
⑤大分県のこども園でO111 の集団感染
⑥北海道で男性１名がO157 に感染
⑦岐阜県の保育所でO103 の集団感染
⑧東京都の特別養護老人ホームでO157 の
　集団感染
⑨千葉県の旅館で腸管侵入性大腸菌による
　集団食中毒
⑩千葉県の幼児１名がO157 に感染
⑪愛知県の障害者施設で病原大腸菌による
　集団食中毒
⑫埼玉・群馬県の総菜店で O157 による
　集団食中毒
⑬神奈川県の焼肉店でO157 による食中毒
⑭福岡県の保育所でO103 の集団感染
⑮三重県の介護施設でO157 による感染
⑯滋賀県の仕出し弁当店でO157による食中毒
⑰埼玉県の飲食店でO157 による食中毒
⑱岡山県の焼肉店でO157 による食中毒



腸管出血性大腸菌O157の特徴

腸管出血性大腸菌O157 は、家畜 ( 牛、
豚、羊 ) の腸管内に腸内細菌として生
息しており、家畜の解体処理時に腸管
を傷つけてしまった場合に、腸管内容
物が食肉に付着し、汚染の原因になっ
たり、ヒトまたは家畜の糞便によって、
水 ( 井戸水など ) や土壌が汚染され、
それらを用いて栽培された野菜などが
汚染されたり、これら本菌に汚染され
た食品を十分な加熱や薬剤による殺菌
処理も施さずに、摂取することで感染
し、食中毒を発症する事に繋がります。
又、他にも患者や健康保菌者の糞便か
らも、ヒトの手指を介して経口感染し
たり、二次的に汚染された食品を摂取
する場合でも感染し、発症すると言わ
れています。

●感染力が非常に強く、10個～ 100 個程度で感染・発症します。
●潜伏期間が長いため、広範囲に渡り汚染食品が流通してしまったり、汚染された料理
　や食材が保存されていない場合や、原因施設内に既に本菌が存在していない場合も多
　く、感染源 (原因食品 )の特定が難しいとされています。
●主に初夏から初秋にかけて流行します。但し、一年を通して注意が必要です。
●発育条件は、2.5℃～ 45.6℃、pHが 4.3 ～ 9.0、Aw( 水分活性値 ) が 0.95 以上であり、
　一般的な冷蔵庫内の温度 (7 ～ 10℃) でも増殖可能であり、冷凍した場合でも生存可
　能であるとも言われています。
●感染者の糞便中には多くの本菌が存在し、手指を介して人から人への感染も確認さ
　れ報告されています。
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＜図 1＞腸管出血性大腸菌の潜伏期間とその主な発現症状

＜潜伏期間＞
　2～ 9日

＜主な症状＞
　・出血性下痢
　・水溶性下痢
　・腹痛
　・おう吐

食材は十分な洗浄と殺菌を !!

二次汚染対策の徹底を !!

食肉は中心部を 75℃で 1 分以上加
熱する。

生食用の野菜類や果実は、良く洗浄
を行い、高齢者や若齢者に食事を提
供する場合は、次亜塩素酸ナトリウ
ム等 ( 亜塩素酸水、亜塩素酸ナトリ
ウム溶液、過酢酸製剤、次亜塩素酸
水並びに食品添加物として使用出来
る有機酸溶液 ) で殺菌処理する。

調理で使用した器具・機械・容器等
は、良く洗浄したのち、85℃で 5
分以上の加熱又は、塩素系消毒剤
( 次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸
水、次亜塩素酸水等 ) やエタノール
系の消毒剤で十分殺菌してから乾燥
させる。

ドアノブ等のヒトの手指が触れる設
備やトイレは業務開始前、業務中及
び業務終了後に、定期的に、清掃と
消毒剤による消毒を行うこと。

必要な場所や物に必要に応じて講じら
れていなければ、効果が発揮される事
も、感染を防止する事も、食中毒が収
まる事もありません。しかも近年では、
化学肥料ではなく、牛糞や鶏糞等を利
用した有機発酵肥料で栽培された農産
物の販売や、これら有機農産物を用い
た加工食品の製造も増加傾向にあり、
糞便由来の本菌を含む病原性大腸菌に
汚染された野菜や果物が入荷してくる
可能性も高まりつつあり、これを洗浄
もせず殺菌処理も施さず、そのまま摂
取する事は、非常に危険な行為だと言
わざるをえません。そこで、これら腸
管出血性大腸菌を含む病原微生物類に
よる食中毒事故を、未然に防ぐ為にも、
『大量調理施設衛生管理マニュアル』や、
これに伴う関連法令や、規範等の内容
を、大規模な食品加工施設だけに留め
ず、今回、食中毒事故が発生したバッ
クヤードを保有している食品販売店や、
飲食店の厨房等の中小規模の施設にも
適用されるべきであり、食品を取り扱
い提供している全ての施設で、原材料
の洗浄と殺菌処理を奨励すると共に、
器具・機材類や、施設・設備等の洗浄
と除菌処理の強化と、二次汚染対策に
は、塩素系消毒剤による除菌処理の重
要性をもっと強く訴えるべきだと考え
ています。そして、これから迎える冬
場でも食中毒は発生します。だからこ
そ今、更なる衛生管理体制の強化を図
られては如何でしょうか？

①

②

必ず流水・石けんによる手洗いを
２回行い、消毒用アルコールをか
けて手指の消毒を行う。( 作業開始
前、汚染区から非汚染区への移動
時、食品に触れる作業直前、生肉
や魚介類、卵殻等に触れたあとに、
他の食品に触れる場合 )

使い捨て手袋は都度々交換する。
( 手指の洗浄・消毒と同タイミング )

包丁やまな板等の器具・容器やシ
ンク等は食品・用途別に区分けし
て、使用する。( 下処理用：魚介類、
食肉類、野菜類。調理用：加熱調
理済み、生食野菜用、生食魚介類
用に区分け )

食材の下処理は汚染作業区域で確実
に行い、非汚染区域を汚染させな
い。（交差汚染を防止する )

①

③

④

②

⑤

⑥

腸管出血性大腸菌 O157 は 10 ～ 100
個という少ない菌量でも感染し、食中
毒を発症します。その為、調理器具類
や設備類、施設内のドアノブや取っ手
等、人が多く触れる箇所に、僅かでも
本菌が付着していると、作業者や調理
従業者の手指が汚染され、これが結果
として食品に移行し、この食品を摂取
する事で感染してしまいます。然るに
単純に消毒しているから大丈夫という
のではなく、適切な洗浄や除菌処理が

＜図2＞汚染微生物抑制のための衛生管理
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